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自然公園等事業費等

事業イメージ

請負事業/交付金事業（国立公園１／２ 国立公園以外45／100）

国立公園等の優れた自然風景地の保護と利用を推進するため、国立公園、
国民公園等における施設整備や自然再生等の事業、長寿命化対策を実施す
るとともに、国立・国定公園等において地方公共団体が行う施設整備等の
事業について支援します。

①国立公園等の保護及び利用上重要な事業の実施並びに国民公園等の施設の整備・維持管理の実施
②国立公園等の利用環境の向上（外客等受入環境整備含）による地域経済回復及び国民生活向上への貢献
③自然公園等施設における災害激甚化へ対応するための防災・減災対策
④国立公園等での自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の再生（ネイチャーポジティブ）
⑤施設の予防保全型管理水準の向上、中長期的な視点に立った効率的な施設の管理の実施

国立公園等の優れた自然風景地の保護と安全で快適な利用の推進、中長期的な視点による施設管理を図ります。

【令和８年度予算（案） 8,274百万円（8,234百万円）】
【令和７年度補正予算額 5,240百万円 】

請負事業：民間団体、交付金事業：地方自治体

平成６年度～

環境省自然環境局自然環境整備課、総務課、国立公園課、自然環境計画課、野生生物課 電話：03-5521-8281

■請負先・交付対象

事例２：国立公園拠点施設整備による利用環境の向上

事例１：国立公園の保護及び利用上重要な施設の整備

事例３：国立公園施設の強靱化

・ 自然公園等の利用施設の整備、国が整備した施設等の維持管理
・ 国立公園での自然再生事業、生態系維持回復事業、

国指定鳥獣保護区での保全事業（ネイチャーポジティブ）
・ 自然公園等施設における防災・減災対策（国土強靱化）
・ 自然環境等施設長寿命化対策に係る計画策定、改修工事
・ 国立・国定公園等で地方公共団体が実施する施設整備等の支援（交付金）
・ 国立公園で地方公共団体が実施する自然環境等施設長寿命化対策の支援（交付金）

展望台・
木道の整備

ビジターセンター
整備

歩道の整備
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自然公園等施設災害復旧事業費

事業実施箇所（例示）

補助事業（激甚災害：2/3、その他の災害：1/2）

頻発する災害により国立公園をはじめとする全国の自然公園等におい
て、施設が多数被災し、通常の支援・予算では被災自治体が施設の復旧
を行うことは困難な状況にある。また、被災した施設の復旧の遅れは地
域一帯の観光振興への影響も大きいため、被災自治体による施設の早期
復旧を図ることが可能な措置を講ずるもの。

＜具体的な事業内容＞
・地方公共団体が実施する自然公園等施設の復旧事業を支援

激甚化・頻発化する自然災害により自然公園等施設に損壊等被害が生じており、観光利用の拠点となる自然公園等施設
の復旧を迅速に行うことで、風評被害や利用者の減少を最低限に抑えるなど、魅力的な観光地域づくりにつなげ、地域
の早期復興を実現する。

災害によって被災した自然公園等施設の早期復旧を図ります。

【令和８年度予算（案） 40百万円（新規）】
【令和７年度補正予算額          146百万円   】

地方公共団体
令和８年度～

環境省自然環境局自然環境整備課 電話：03-5521-8281

■補助対象 倒木 落石

転落防止柵の流失公衆トイレの損壊



自然公園等施設の災害復旧制度について

自然環境整備交付金

都道府県
自然環境整備交付金
〔 事業費 × 交付率 1/2 〕

元利償還金の22.2％
を交付税措置

自然環境整備交付金
〔 事業費 × 交付率 1/2 〕

市 町 村

自然公園等施設災害復旧事業費補助

自然公園等施設災害復旧事業費
〔 事業費 × 補助率 １/２ 〕激甚災害以外（※１）

激甚災害（※１）
自然公園等施設災害復旧事業費

〔 事業費 × 補助率 ２/３ 〕

（※１）自然公園等施設災害復旧事業費補助においては、国立公園、国定公園等、都道府県、市町村の別にかかわらず支援内容は同じ    （※２）財政力補正により措置率が変動

 自然環境整備交付金による国立公園施設・国定公園等施設の整備に対する支援とは別に、地方公共団体による被災した
自然公園等施設の復旧事業に対して支援を行う制度を創設。

自然環境整備交付金
〔 事業費 × 交付率 45/100 〕

都道府県

市 町 村
自然環境整備交付金

〔 事業費 × 交付率 45/100 〕

【国立公園】

【国定公園等】

地方負担分の90％まで起債可能

地方負担分の75％まで起債可能

地方負担分の90％まで起債可能

地方負担分の75％まで起債可能

元利償還金の47.5～85.5％（※２）を

交付税措置

地方負担分の100％まで起債可能

元利償還金の95％を交付税措置

地方負担分の100％まで起債可能

元利償還金の22.2％
を交付税措置

公共事業等債

一般補助施設整備等事業債

公共事業等債

一般補助施設整備等事業債

補助災害復旧事業債

一般単独災害復旧事業債
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